
様式第2号(第7条関係) 

会 議 録 

会 議 の 名 称 令和７年度第２回川島町子ども・子育て会議 

開 催 日 時 令和７年１１月６日（木）午前１１時００分～午前１１時５５分 

開 催 場 所 川島町役場 ２階 大会議室 

議 題 
（１）公立保育園の統合・設計について 

（２）その他 

公開・非公開の別 公開（傍聴人０名） 

出
席
者 

委 員 

(敬 称 略) 

中谷 茂一、吉田 八重子、柳澤 睦夫、金子美里、黒田 信行、 

津田 光子、茂木 久代、田中宏、井手口史穂、小島剛、田中裕夏 

事務局職員 子育て支援課 笠井貴志、滝瀬一也、五月女翔 

配 布 資 料 

【配布資料】 

資料１ 公立保育園の統合・設計について 

資料２ こども誰でも通園制度について 

 審議会等の内容・概要 

１ 開  会 笠井課長 

２ 会長あいさつ 中谷会長 

３ 町長あいさつ 藤間町長 

４ 報  告 

（１）公立保育園の統合・設計について 

・配置図、平面図をもとに設計内容の説明。 

・年度末の引越作業について説明。 

（質疑応答） 

 委 員：防寒対策として、窓は２重サッシとなりますか。 

 事務局：経費の関係から、２重サッシに代わるもので対応を予定しています。 

 委 員：職員の配置は十分ですか。 

 事務局：保育士、調理師ともに必要な人員を配置しています。 

 委 員：プールは設置しますか。 

 事務局：現在のところ、経費、安全面の観点から設置は考えていません。ウッドデッ

キ上で水遊び程度を考えています。 

 委 員：年度末の引越後の保育はどのように行う予定か。 

 事務局：けやき保育園の５歳児はけやき保育園での保育を継続。その他は、さくら保

育園での保育を予定しています。 

（２）その他 

 ・こども誰でも通園制度の運用方針について説明。 

・次回会議の日程について説明。 

（質疑応答） 

委 員：こども誰でも通園制度は、月の利用上限１０時間とあるが、日にすると３日



間程か。 

事務局：１回３時間のお利用で、３回程度となります。 

５ 閉  会：笠井課長 

 

署 名 

     黒 田 信 行             

     田 中 裕 夏             

 


